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【就労体験の内容：植栽・花壇植え替え作業】

会社周りの植栽は元々自分がしていたのですが、時間も無くなってきたところ、
お話を聞く機会があり、お手伝いをしていただくに至りました。
ひきこもりだと言われないとわからない方ばかりで、黙々と熱心に作業をして
くださっています。労働には対価を払うものだというのがあるべき姿だと思っ
ていますので、有償で作業をしてもらっています。

コロナ禍を経て、前回の参集型の「こえる場！」から約４年。
2/2オンライン開催の「働けない」をこえる社会へ！のその後
の取組等の紹介と合わせて、改めて、参画企業・団体の皆様
と顔合わせ・交流の機会を設けさせていただきました。
当日は開会前から名刺交換やお話が盛んでした。

第８回「こえる場！」 11/9開催

「働けない」をこえる社会へ！～就労体験等の機会創出に向けて～

【髙島市長よりビデオメッセージ】

【就労体験の内容：めーむひろばでの商品の仕分け・受渡し】

元々、店舗が福祉センターの近くにあるということもあり、何か協働でき
ることはないかと考えており、色々相談の上、実施に至りました。
来てくださっている方はどんどん仕事も覚えてくれ、コープこうべとして
もゆくゆくはパートさんになってくれたら嬉しいなとも考えておりました。
実際にお一人店舗での就労に繋がっています。

生活協同組合コープこうべ
三好氏

株式会社笠谷工務店
笠谷氏

【協力企業さんへインタビュー】
Q．就労準備支援事業へ協力に至った思いや
実際に受け入れを行って感じたこと等を教えてください。

市地域福祉課
主幹吉川

「こえる場！」は企業・団体の皆様と行政がつながって一緒に芦屋
の課題を解決していこうというプラットフォームになっています。
色んな課題が地域の中にあり、行政だけでは解決できない問題も
増えています。
その中で地域の企業・団体の皆様と一緒になって課題を解決する
ことができることは本当に大事だと思っています。
ぜひ皆さんと一緒に芦屋をもっといいまちにしていきたいと思っ
ていますので、どうぞよろしくお願いします。

久しぶりに「こえる場！」を参集のかたちで開催することができ本当に嬉しく
思っています。
この場が、行政と企業・団体等との関係にとどまらず、お集まりの企業・団体
の皆様同士のネットワークの広がりにつながり、様々な方の思いややりたい
ことを実現できる場にできるよう、本日を再スタートとして今後も取り組ん
でいきたいと思っていますので、よろしくお願いします。



交流会
久しぶりの顔合わせで、はじめましての方も積もる話が山積みです。
タイマーの音が鳴っても話が止まりませんでした。

企業・団体から一言コメント

社会福祉法人
聖徳園
松本氏

久しぶりに対面でお会いし、コロナ禍の中でも皆さん工夫をし
ながら活動しておられることを詳しく知ることが出来ました。
他団体と協働することで新たな取り組みも出来そう！と改めて
思いました。色んなものを「こえる場」になればと思います！

ミズノ株式会社
飯田氏

芦屋市総合公園の管理運営をさせていただいております。
人と人、人と自然をつなぎ、芦屋市民の未来を紡ぐ開かれた公
園づくりを行ってまいります。色々お手伝いさせてください。

３年ぶりの参集の「こえる場！」開催、新しい企業様、又今まで
ご一緒した企業様との出会いができ、これからが楽しみです。
民生児童委員は、地域と行政をつなぐパイプ役として活動して
います。それをこえていろいろな企業とコラボし、地域と企業を
つなぐパイプ役にもなれたらと思っています。

芦屋市
民生児童委員協議会

岡本氏

弊社は釣具、釣り餌の小売販売をしていますが、SDGｓや社会
貢献にも力を入れております。「こえる場！」にて沢山の企業様、
地域団体様と交流を持てることができ、とても参考になりまし
た。今後も地域交流の場には積極的に参加させて頂きます。

株式会社
フィッシングマックス

平手氏

情報を発信する企業として「こえる場！」を通して実施することを
広く知っていただき、さらにその「こえる場！」を”こえる”場をとも
に作っていければと思います。

株式会社
ラジオ関西
青木氏

市民の皆さまのいろんなお困りごとを、ワンストップで解決できる
団体を目指したい。そのために、「こえる場！」における意見交換等
を通じて、スキルアップを図っていきたいです。

一般社団法人
コミュニティ
援助センター
内藤氏



社会福祉法人かんでん福祉事業団エルホーム芦屋は、高齢者の
施設サービスや在宅サービスを行っており、地域との繋がりを大
切にする取組もしています。こういった活動の中で「こえる場！」
の皆様とも連携出来れば幸いと思います。

社会福祉法人
かんでん福祉事業団

宮下氏

生活協同組合
コープこうべ
村上氏

「こえる場！」に参画して下さっている企業様、団体様とつながり、
地域の方々が社会参加する機会を増やしていきたいです。

社会福祉法人
三田谷治療教育院

佐藤氏

幼児から高齢者まで、市民の皆様の生活向上に期する活動は、
行政だけに任せるのではなく、幅広い人脈を活かして多様な
方面からの知恵や行動力を結集して行われるのが望ましいと
考えます。今後の「こえる場！」の実践に期待します。

ちきゅうっ子応援隊
池内氏

ネッツトヨタ神戸と申します。残念ながら芦屋市には店舗がございま
せんが、お子さまに喜んでいただけるイベントコンテンツを取り揃え
ております。 クルマだけでなく、ミニ四駆や環境、防災についても楽
しく学べます。地域の事業者様と連携ができますよう今後ともよろし
くお願いいたします。

ネッツトヨタ神戸
株式会社
岡﨑氏

社協とも企業ともＮＰＯとも行政とも違う生協組織ですが、
くらしを良くしたいという願いは同じです。地域の同じ思い
をもつ仲間と一緒に、つながって、コープこうべ内の資源も
活用しながら、何か前に進めることができればと思います。

生活協同組合コープこうべでは、「コープのあるまち、協同の
あるくらし」をテーマに、お買い物というプラットフォームの
もとで、地域にお役立ちできることをいろんな方々と共に進
めています。

山口氏

私達は地元フリーペーパーや情報サイト制作イベント企画やSNS
運営代行を行うデザイン事務所です。弊社は福祉を主体とした
会社ではありませんが、今までの仕事で得たご縁と知識が芦屋
の地域活性化の一助となればと思い、初期よりこの事業に参加
しています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社 芦屋人
北島氏

行政、企業、市民がボーダレスにつながる場は貴重です。ぜひ、さらに
かき混ぜましょう。そのために「4Shapes」というコミュニケーション
支援ツールの勉強会をご提案します！講師やりますよ。

一般社団法人
さんぴぃす
河口氏

「こえる場！」にて『世代を超えた「人生を豊かにする学び」の提供』
をテーマに産官学連携の取組を開催しました。これからも芦屋大学
は『地域に根ざした地域に愛される大学』を目指して、市民の方々
と一体となって取り組んでいけるプロジェクトを作り上げ、芦屋市
をより活性化し、元気にしたいと思っています。

学校法人芦屋学園
芦屋大学
中村氏



【「こえる場！」ロゴマーク】

形：芦屋のAと六甲山、笑顔の口やつながり、
ひろがりが連鎖する様子をイメージしています。

色：芦屋の海・山、芦屋愛、未来と
多様な主体の参画をイメージしています。

≪お問合せ≫
芦屋市地域福祉課

TEL：0797-38-2040
FAX：0797-31-0614

Mail：
chiikifukushi@city.ashiya.lg.jp

引き続き、ニュースレターにて、「こえる場！」の取組を発信していきます。
この取組の他、地域での取組にご協力いただけることがございましたら、
芦屋市地域福祉課までご連絡ください！

「こえる場！」ロゴマークは、「こえる場！」参画企業・団体様もご使用いただけます。
使用の際は届出が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。

【事業紹介】

①「芦屋市みんなにやさしいお店」に登録しま
せんか？
障がいのある人が来店した時に、できる限り
配慮を心がけていただき、社会参加を応援し
てくださるお店の方、ぜひご登録ください。情
報は市のHPやインスタグラムに掲載していき
ます。

②「合理的配慮の提供支援に係る助成事業」も
実施していますので、合わせてご検討ください。

インフォメーション

地域支え合い推進員より障がい福祉課より

【つどい場ガイドの配架協力】

本市の事業で、住民さん同士が気
にかけあう関係づくりや社会的孤
立をなくしていく体制づくりの役
割を担っている地域支え合い推進
員が作成しました。
住民さん主体のつどいの場をまと
めています。
店舗等、配架スペースがあれば配
架にご協力をお願いします。

A4冊子

アンケートより抜粋

沢山の企業様、団体様と交流ができ、
活動内容などを聞けて参考になった

参加企業・団体がもっと増えるといい

具体的な話が進む場になればいい

それぞれの企業・団体様と行政等、
マッチングを考える場を設定して欲しい

こんな取組をしてみたい！

・若年層とも関わりを持てる取組
・こどもの居場所づくり
・海洋プラスチックの削減
・地域防災、減災の取組
・まちづくり、人づくりに関わること
・世代をこえた『人生を豊かにする学び』
の提供

また皆さんと協力をして芦屋市を
より活性化し元気にしたい

令和6年4月から民間
事業者への合理的配
慮が義務化されます


